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国
税
庁
佐
川
宣
寿
長
官
の
出
勤
、
出
張
及
び
公
用
車
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
七
月
に
国
税
庁
長
官
に
佐
川
宣
寿
氏
が
就
任
し
た
が
、
財
務
省
理
財
局
長
と
し
て
「
（
森
友
学
園
と
近
畿
財
務
局
と
の

間
の
）
交
渉
文
書
は
全
て
破
棄
し
た
」
と
国
会
で
答
弁
し
て
い
た
人
物
が
、
国
税
庁
長
官
と
し
て
国
民
に
税
務
申
告
や
関
連
書

類
の
作
成
、
税
務
調
査
へ
の
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
は
完
全
に
矛
盾
し
て
い
る
。
現
在
に
至
る
ま
で
就
任
の
記
者
会
見
が
開
か

れ
て
い
な
い
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
確
定
申
告
の
期
間
で
あ
る
現
在
「
納
税
者
一
揆
」
デ
モ
が
国
税
庁
前
で
行
わ
れ
る
な
ど
、
佐

川
長
官
が
国
民
を
前
に
森
友
学
園
関
連
文
書
等
に
つ
い
て
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
い
こ
と
に
国
民
か
ら
の
批
判
が
強
ま
っ
て
い

る
。以

上
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
佐
川
長
官
の
本
年
二
月
の
出
勤
、
出
張
及
び
公
用
車
使
用
に
関
し
て
以
下
質
問
す
る
。

一

佐
川
長
官
が
使
用
す
る
公
用
車
の
自
動
車
運
転
日
誌
（
本
年
二
月
）
お
よ
び
公
用
車
の
使
用
に
関
し
て

�

佐
川
長
官
の
使
用
す
る
公
用
車
の
「
自
動
車
運
転
日
誌
（
本
年
二
月
）
」
の
写
し
が
参
議
院
予
算
委
員
会
ほ
か
へ
と
公

開
さ
れ
た
が
、
「
出
発
時
間
」
・
「
帰
庁
時
間
」
が
黒
塗
り
の
状
態
で
あ
る
。
国
民
に
納
税
を
求
め
る
国
税
庁
の
ト
ッ
プ

と
し
て
自
ら
が
乗
る
公
用
車
の
情
報
に
つ
い
て
開
示
す
る
こ
と
は
、
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
と

考
え
る
。
二
月
全
て
の
自
動
車
運
転
日
誌
に
つ
い
て
出
発
時
間
お
よ
び
帰
庁
時
間
は
そ
れ
ぞ
れ
何
時
何
分
か
。

一



�

報
道
で
も
佐
川
長
官
の
使
用
す
る
公
用
車
は
一
台
で
は
な
い
と
報
じ
ら
れ
、
自
動
車
運
転
日
誌
か
ら
も
複
数
台
搭
乗
す

る
日
に
ち
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
昨
年
七
月
か
ら
本
年
二
月
ま
で
佐
川
長
官
が
使
用
し
た
公
用
車
に
限
ら
ず
、

国
税
庁
と
し
て
使
用
す
る
全
て
の
公
用
車
の
車
種
は
何
か
。
そ
の
公
用
車
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
何
色
か
。

�

佐
川
長
官
の
使
用
す
る
公
用
車
の
「
自
動
車
運
転
日
誌
（
本
年
二
月
）
」
の
写
し
か
ら
は
公
用
車
の
行
き
先
が
不
明
で

あ
る
。
本
年
二
月
の
公
用
車
の
行
き
先
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
。
ま
た
高
速
道
路
や
自
動
車
専
用
道
路
を
使
用
し
て
い
た
場

合
の
利
用
区
間
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
。

�

国
税
庁
内
で
公
用
車
使
用
に
関
す
る
内
規
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て

い
る
内
容
は
何
か
。

二

佐
川
長
官
の
出
張
に
関
わ
る
「
旅
行
命
令
（
依
頼
）
決
議
書
」
の
写
し
が
参
議
院
予
算
委
員
会
ほ
か
に
提
出
さ
れ
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

佐
川
長
官
の
「
旅
行
命
令
（
依
頼
）
決
議
書
」
に
は
旅
費
額
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
故

か
。

�

各
出
張
の
復
命
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
。

二



�

佐
川
長
官
は
「
旅
行
命
令
（
依
頼
）
決
議
書
」
に
記
載
さ
れ
た
出
張
以
外
に
は
一
切
、
国
税
庁
の
外
に
は
出
張
し
て
い

な
い
と
い
う
理
解
で
よ
ろ
し
い
か
。

三

佐
川
長
官
の
出
勤
簿
の
写
し
が
参
議
院
予
算
委
員
会
ほ
か
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
出
勤
簿
の
右
下
「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ

ム
制
適
用
職
員
」
の
下
が
黒
塗
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
隠
さ
れ
た
文
言
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

三


